
書式第 12号 (法第28条関係)

事 業 報 告 用

令和 6年度 事業報告書

特定非営利活動法人 Firs tSteD

1 事業の成果
令和 6年度 (令和 6年 4月 1日 より令和 7年 3月 31日 まで)は、新宿区高田馬場を主な活動場所と
して事業を展開した。

会としての指針である、Mttb口、Vision、 Valueに基づき、各事業の展開を行った。

・不登校・ひきこもりの親と子のグループ討論会に関する事業

1 直接会場参加者+オンライン参加者でのハイブリッド型勉強会を行った。なЮmと 360度カメ
ラ、プロジェクターの導入により、遠隔地の方、仕事により直接参加できない方に加え、ひ

きこもりに理解ある第二者、専門家、ピアサポーター等が気軽に参加できるようになった。

2 プロボノワーカーの協力により、正式な固定型ホームページを設置してから、相談の申し込
み、ボランティアスタッフの応募も増えていった。その結果、会議室 3つ利用では間に合わな

くなり、あらたに 1つの会議室を増やし、計 4室同時に並行して開催をすることになった。
3 グループ討論会には、公認心理師、社会福祉士、精神保健福祉士、社会福祉系研究者、不登
校・ひきこもりを専門とする大学教授などの多岐にわたる専門家が参加し、様々な観点から

のアドバイスを交わすことができた。

・親たちによる 庭相互訪問事業

今年度は長野県原村の会員宅にて 1度行われた。本来は当事者とは会わずに実施する事業であ

るが、今回は結果的に当事者自らすすんで参加することとなり、家庭内に外部の風を入れるとい

う試みは大成功であった。

・不登校 。ひきこもりの子に対する訪間支援事業

有償ベースにて、不登校・ひきこもりの子やその親御さんを個別支援する活動を活発化させた。

そのことにより、長期にわたる、より当事者と家族に寄り添った支援が可能になった。また、直

接訪間のみならず、Z00Mや LINEチャットなどを使ったオンライン支援を拡大させた。この事
業は、スタンフの増員、支援体制の強化により、会の事業としてますます大きな割合を占めるも

のになると思われる。

。
11illi[:||:|||!:|lllill::lillll:二二」:|||:l:11:i:li:::||:::L:L⊆ ::::llllil:|:i::::l:1::::」 :|||:Lili:Lili)||||||::||||||:
1 昨年度に設置した公式サイ トのこまめな更新により、発信力を強化した。また、公式サイ ト
内に不登校 。ひきこもり関連の参考書籍、映画、動画などを紹介する「ライプラリー」を設

け、情報基地としての役割も図った。

2 「NPO法人 二枚目の名刺」の協力を得て、「不登校・ひきこもりに寄り添う NЮ 法人
First Step」 の活動説明会 (5月 7日 実施、オンライン)を開催した。この「二枚目の名
刺」で協業した社会人 4人は、その後、当会のボランティアスタッフになってくれた。
3 9月 23日 に「東京都第一回ひきこもりでお悩みの方向け合同説明会」に出展団体として参加
し、リーフレットなどを使って来場者に活動内容を伝えた。

4 当会のロビー活動によって設置された新宿区のひきこもり相談窓口の担当者と隔月で定例会
会議を開き、互いの活動状況について共有した。担当者は当会開催の講演会にも参加してく

ださり、良好な関係づくりができている。今後、共同で事業を実施していきたく、定例会議

を続けている。



・不登校・ひきこもりの子に対する居場所づくり事業
コロナにより減ってしまった参加者は今年度においても相変わらず少なかったが、参加者の多

寡にかかわらず、継続的に実施することに努めた。参加者数の問題について、開催場所、開催時

間帯に問題があると考えており、将来的に事務所を確保し、そこに居場所スペースを併設したい

と考えている。

。その他目的を達成するために必要な事業

1 6月 1日 に稲城市社会福祉協議会が主催するイベントに理事長が登壇し、「ひきこもり。不登

校は “心を守るための本能的な生体防衛反応」を講演した。

2 当事者の社会復帰を目指していく中で、別途にひきこもりの家族を精神的にケアする必要性
があると以前から考えていた。そこで、家族の要望に応じるかたちで、公認心理士の主導に

よるオープンダイアローグ (主に、3～4人によるリフレクティングワーク)を、リアルな現
地とZ00Mを使ったオンラインの二方法で開催した。
3 10月 、3月 と 2回連続で、一般社団法人ライフプランニング・リレーション
を招いて、「801)問題」をファイナンシャルプランの観点から考える講演会を開催し

た。小規模ながら中身の濃い講義により、もっとも深刻な「8050問題」に対する理解を深
め、不登校・ひきこもり当事者の規御さんたちが無暗に将来を悲観しないための知識の普及

を図ることができた。 と当会の関連性も強まったので、これからは多職種連携して、

互いの強みを共有していく意向である。

4 悩みを抱えるひきこもり当事者と家族が気軽に集まれる取り組みとして、公認心理士主導に
よるパステルアー ト教室を8月 と 10月 に開催した。手指を使っての作業、雑談を通して、ま

だ自身の内面の悩みに向き合えないひきこもり当事者と家族の心のケアに繋がる活動になっ

た。

2 事業の実施に関する事項
(1)特定非営利活動に係る事業 (事業費の総費用 【3,203】 千円)
定款に記載
された
事業名

事業内容 日時 場所
従事者
人数

受益
対象者
範囲

受益
対象者
人数

事業費
(千

円)

不登校 。ひき
こもりの親と
子のグループ

討論会に関す
る事業

不登校・ひきこも
りの子をもつ親及
びその子 と、経験
ある親 と自立支援
専門家を交 え た グ
ル ー プ討議、およ
び相談事業

令和 6年
4月 14日

5月 12日

6月 9日

7月 14日

8月 11日

9月 8日

10月 6日
11月 10日

12月 8日

令和 7年
1月 12日

2月 9日

3月 2日

活 動 時 間

は 13日寺か

ら 17時

新宿 さPO協
働推進センタ

ー会議室

15人

不登校・

ひきこも

りの当事

者、及び

その家族

648人 1,789



親たちによる
家庭相互訪問
事業

家庭内に他人の風
をいれて雑談をす
ることで、雰囲気
を変える

3月 8日
3月 9日

長野県諏訪郡

原村
4人

引きこも

り当事者

及びその

家族

10人 19

不登校 。ひき
こもりの子に
対する訪間支
援事業

不登校・ひきこも
りの子に対 して、
まだ直接訪間でき
ない場合、SNSや
メールなどの間接
的訪間により、信
頼関係を築いてい
く。
または、直接訪問
して関係を築く

通年 各家庭 5人

不登校・

ひきこも

りの当事

者、及び

その家族

364人 860

情報提供・発
信および提言
に関する事業

ホ ー ムペ ー ジ ゃ
SNSよ る不登校・
ひきこもりについ
ての情報提供 。発
信および提供

通年 Web上 2人 一般市民
不特定多
数

198

不登校・ひきこも
り に 寄 り 添 う
「FlrstStep」 の活
動説明会 (オ ンラ
イン)にて講演

令和 6年
5月 7日

Web上 4人 一般市民 15人 4

東京都第一回ひき
こもりでお悩みの
方向け合同説明会
出演

令和 6年 9
月 23日

東京都庁第一

本庁舎 5階大
会場及びレセ

プションホー

ル

2名

品川区

目黒区

太田区

世田谷区

中野区

杉並区

練馬区

板橋区

北区

新宿区の

区民

50人 9



不登校・ひき
こもりの子に
対する居場所
づくり事業

理解ある大人が中
心となって、不登
校、ひきこもりの
子が、ありのまま
の自分を受け入れ
てくれると感 じら
れる空間を目指す
居場所であり、さ
らに、新 しい人間
関係をつくり、自
立していく準備を
する居場所をつく
る

令和 6年
4月 10日

4月 24日

5月 8日

5月 22日

6月 12日

6月 26日
7月 10日

7月 24日

8月 14日

8月 28日

9月 11日

9月 25日
10月 9日

10月 23日

11月 27日

12月 25日

令和 7年
2月 12日

新宿区

高田馬場 1・

14‐ 9。 また は

戸塚地域セン

ター会議室

1～4人

不登校・

ひきこも

りの当事

者

35人 167

その他目的を

達成するため

に必要な事業

いなぎ社会福祉士
会講演会 「ひきこ
もり・不登校は“心
を守るための本能
的 な 生 体 防衛 反
応」出演

令和 6年 6
月 1日

稲城市社会福

祉協議会
1名
稲城市民

と一般参

加者

30人 16

オープンダイアロ
ーグ現地 &オ ンラ
イン開催

令和 6年
4月 28日
4月 29日
5月 26日
6月 22日

11月 23日

新宿 NPO協
働推進センタ

ー会議室、戸

塚地域センタ

ー会 議 室 、

Web上

4～6名
新宿区民

と一般参

加者

14人 55

8050問題の当事者
に対す る対応の仕
方、及び事例検討
講演会開催

令和 6年
10月 5日

新宿 卜PO協
働推進 セ ン
ター会議室

12人
新宿区民
の当事者
家族

18人 35

ひきこもりのお金
対策「∞50問題」
の不安を払拭する
ために講演会開催

令和 7年 3
月 8日

新宿 区柏木
地域セ ンタ
ー会議室

13名

練馬区、

板橋区、

北区、

豊島区、

文京区

杉並区
の区民

10人 36

公認 心理士 による
パステル アー ト教
室

令和 6年
8月 28日

10月 12日

塚地域セ
ター会議
戸

ン

室

1名

新宿区、

世田谷区

練馬区、

台東区

の区民

9人 15



書式第 13号 (法第 28条関係 )

令和6年度

事 業 報 告 用

活動計算書 (その他事業がム登場合)
特定非営利活島法人 FirstStc

正会員受取会費
贅助会員受取会,

1.130.400

ン ア

受取寄附金
施設等受人評価益

360.780

360,780
3~更顧両蔵強●
受取補助金

1.083.000
971.266

5.000

2.12

700

不登校・ひき二もりの観と子のグループ討論会に関する事業
不登校・ひきこもりの子に対する訪間支援事業
情報提供・発信および提言に関する事業
の

21

受取利
=

の

経 常 '

1,089.,43

381.774

12.

45.?28

620

(2)そ

広

34.086

344,090
236.588
68,047

~・
■当

曾:::':評価費用

43.81'
13.000

消耗品費
水道光熱贄

通信運搬費

家代家賃
旅費交通費

減価償却費
業務委託費
諸謝金
印刷製本費

会議要
賃借料

1

2 の

66,23t

7U, 53?l

18.810

17.500
16.326
11.520

役員報酬
給料手当
退職給付費用
福利厚生費

消耗品費
水道光熱資
通信運撫費
地代家賃
旅費交,こ費
減価償却費
保険料
議会費
支払手数料
研修費

3.412.717

B

費  用
饉  【A】 ― 【B ‐‐・ (う当 期 経 鶯 珀

過年度薇益修正益

iド

災害損失

当 期 経 常 タ
209.150

041.714
法人税、住民税及

850.86`

|

501

944,.100

|

ヒ_1ヨL__

期  銀



書式第 15号 (法第 28条関係 )

令和 6年度 貸借対照表
事 業 報 告 用

特定非営利活動法人  FirstStep

1,197,411

(2

2

1

の( 3 の

現金預金

未収金

棚卸資産

車両運搬具

什器備品

ソフ トウェア

借地権

敷金

長期貸付金

1,197.411【A】 資 産 合 計 ①+②

つ
一

1

-1

297.0()01

45,0521

4,495,

前受金

未払金

預 り金

B-2
正

正

641 714

209 150

850.864

【B】 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 【B-1】 +【 B-2】 1.197.411

雷 周■■■T■■■■日■■■口EI=冒罰ヨ■■■■

■IEヨ||ロ

】 正 味 財 層



6 28

令和 6年度  計算書類の注記 事 業 報 告 用

特定非営利活動法人_Firs_tSt中

重要な会計方針
計算書類の作成は、
によっています。

NPO法 人会計基準 (2010年 7月 20日  2017年 12月 12日 最終改正 NPO法人会計基準 協議会 )

(1)消費税等の会計処理
計算書類の作成は、税込方式によつています。
(2)固定資産の減価償却の方法
有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています.
(3)ボ ランティアによる役務の提供
ポランティアによる役務の提供は、「4.活動の原価の算定にあたって必要なポランティアによる役務の提供の内訳」として
注記しております。

2.事 業別損益の状況

3 産 の

4.活 動の原価の算定にあたって必要なボランテイアによる役務の提供の内訳

合計居場所事業
その他の必

要な事業事
業

事業部門計 管理部門家庭相互訪
間事業

訪問支援事

業事業

情報提供・

発信および

提言事業
事業

科 目

ひきこも
り・不登校
勉強会事業
事業

0

1.051.400
360,780

2.127,966
0

0

79,000
0

0

2,721

0

1,130,40(0

360,780

2,127.9(6
2,721

0
181.400
0

5.000
0

0

54.000

61,780
68,700
0

∞

∞

∞

“

”

８３

０
∞
０
０
０

0

0
0

971,266
0

81.721 3.621,867163.200 184,480 3.540,1462.015.600 19,200 971,266 186.400

1,089,743
0

0

0

944.400

1,089,743
0

0
0

944,400

０

０

０

０

００

０

０
０

０

∞

２９

　

　

　

　

“

351,308
0

0

0

633,600 19,2∞
2,034.14374.400 163.200 83.664 2.034,143984,908 19,200 708,771

68.0471

43.8171

04.0861

344.0901

45,7281

381.7741

236,588

0

0

0

0

0

13.000

2.520

0

0

0

0

0

66,231
0

78,537

18,810
17,600

16.326
11,520
0

0

68,047

43,817
34,086

344,090
45,728

448.005

236,588
78,537

18,810
17,500

16,326
11,520
13.000

2.520

。
鰤
４８６
。
０
０
い
。
０
０
０
０
。
。

01

01

0

0

46,728

90,140
0
0

0

0

0

0

0

2.520

。

∞

０

０

０

。

０

。

。

。

。

０

０

０

68,0471

3.0001

1,6001

01

0

440

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34,817

0

344,090
O

291,194

120,550
0

0

0

0

O

13.000
0

208.924 1,378,574138.388 3,700 73.087 l.169,650803,651 150,824
3.203.793 208,924 3,412,717212.788 166,900 156,7511.788,559 19,200 859,595

-12 209,15(_n
`,()

27,729 336,353227,041 l11.671

: 経常収益
1・ 受取会費
2・ 受取寄附金
3.受取助成金等
4 事業収益
5.その他収益
経常収益計
■ 経常費用
(1)人件費
給料手当
役員報酬
退職給付費用
福利厚生費
ボランティア評価費用
人件費計
(2'その他経費
講師謝礼金
会議費
旅費交通費
減価償却費
印刷製本費
消耗品費
業務委託費
通信運搬費
保険料
議会費
支払手数料
研修費
賃借料
広告宣伝費
その他費用計
経常費用計

当期経常増減額

期末
帳饉価額減少

期末
取得価額

減価償却
累計額

科 日
期首
取得価額

取得

344,090344,090 344,090

341,090 344,090344.090

有形固定資産
車両運搬具

什器備品

投資その他の資産
合計

無形固定資産

つていランテ フアスタ
金ヨ■■
■回饉回



書式第 17号 (法第 28条関係)

令和 6年度 財産目録
事 業 報 告 用

特 法人  Fi76tStOp
奎位 :円

籠面百麗

1,197,411

棚卸資産

未収金

27.944

829.664

339,803

現金預金
手元現金
三菱

『

J銀行普通預金
αOあおそら銀行普通預金

1.197.411・・・①

【A】 資 産 合 計 C+② 1.197.411

297,000

45,052

4f4"|
4.495

297.000
前受金
令和7年度勉強会会費等

未払金
立替経費

預り金
源泉所得税

346.547流
.

長期借入金

退職給仕引当金

346.547【日-1】 負 債 合 計 ③+④

350.【8-2】 正 味 財 産 合 針 【A】 ― 【B-1】

:… ヨ■ロヨ■■日■ロ

■口

"=二
||口IL

|

金



書式第 18号 (法第 28条関係)
事 業 報 告 用

令和 6年度年間役員名簿 (■事彙年度において■■であつたことがある全員の氏名及び佳所又は層所菫

びにこれらの■についての

"事
業年魔における0日の有彙を■●した名簿)

特定非営 活動法人 Firs tStep

1 確認事項 (法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。)

ビ以下の役員には、欠格事由者が含まれません。(法第20条関係)
ビ:各役員について、親族の規定に違反していません。(法第21条関係)

2 役員一覧

役 名
どちらかにO

(フ リガナ) 前事業年度内の

就任期間
報酬を受けた期間

(該当者のみに記入)
氏   名

⌒

t理4
ヽ
―

・ 監事

イフサキ ハルヒコ 令和 6年 4月 1日

令和 7年 3月 31日

年 月

月

日

日年岩崎 晴彦

/~ヽ

二〕1・監事
オパタ カズュキ 令和 6年 4月 1日

令和 7年 3月 31日

年

年

月

月

日

日小畠 和幸

⌒

ぐ竺り・監事
アリマ ユカシ 令和 6年 4月 1日

令和 7年 3月 31日

年  月 日

日年  月有馬 由嘉史

４

●

⌒

t呈デ|・監事
ヤマシタ ミツヤ 令和 6年 5月 31日

令和 7年 3月 31日

年

年

月

月

日

日山下 光哉

/~ヽ

R:アノ監事
マスザワ タダシ 令和 6年 4月 1日

令和 7年 3月 31日

年   月   日

年  月  日増澤 忠

´
０

⌒

理事・1監事
∨  ′

ヨコミゾ アイコ
ヽ

令和 6年 4月 1日

令和 7年 3月 31日

年 月

月

日

日年横溝 愛子

ハ

どッ
監事

イズミ ノリヒト 令和 6年 4月 1日

令和 6年 5月 31日

年 月

月

日

日年泉 紀人

０
０ 理事・監事

年  月  日

年 月 日

年 月

月

日

日年

０

）
理事・監事

年  月  日

年   月   日

年

年

月

月

日

日



書式第 4号 (法第 10条 。第 28条関係)
設立 口事業報告用

社 員 名 簿 (社員のうち 10人以上の者の名簿)

特定非営利活動法人_FirstStop

氏   名

1
岩崎 晴彦

2
小畠 和幸

3 増澤 忠

4 横溝 愛子

5
菊地 遺

6
太田 拓己

7 小畠 麦秋

8 有馬 由嘉史

9 山下 光哉

10 岩崎 幸代

11
岩崎 健




